
JP 5854287 B2 2016.2.9

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電動車両の充電池の電荷残量を取得する電荷残量取得部と、
　前記充電池の劣化の度合いを表す寿命情報を取得する寿命情報取得部と、
　前記電動車両の周囲の温度の情報を取得する環境情報取得部と、
　前記充電池の目標電荷残量と、前記目標電荷残量に達するまでの充電経過を含む充電計
画を作成する充電計画更新部と、
　を備え、
　前記充電計画更新部は、
　前記寿命情報に基づいて、前記充電池の劣化を考慮した充電計画を作成するか否かを判
断し、
　前記充電池の劣化を考慮すると判断した場合、前記温度が所定の値以上の場合には、充
電期間における前記充電池の電荷残量が所定の値以下の状態が可能な限り長く維持される
ように充電計画を作成する、充電制御装置。
【請求項２】
　前記電動車両の使用開始時刻を予測する使用開始時刻予測部を備え、
　前記充電計画更新部は、
　前記充電池の劣化を考慮すると判断した場合、前記温度が所定の値以上の場合には、前
記充電池が前記目標電荷残量に達するために必要な充電時間から、前記使用開始時刻にち
ょうど充電が完了するよう充電開始時刻を算出し、前記充電開始時刻までは充電を行わな



(2) JP 5854287 B2 2016.2.9

10

20

30

40

50

いように前記充電計画を作成する、請求項１に記載の充電制御装置。
【請求項３】
　前記充電計画更新部は、
　前記充電池の劣化を考慮する場合には、充電期間における時間あたりの電荷残量の変化
が、所定の閾値を超えないように前記充電計画を作成する、請求項１または２に記載の充
電制御装置。
【請求項４】
　前記電動車両が次回の走行時に消費する電力量を予測する消費電力予測部を備え、
　前記充電計画更新部は、
　予測した電力量に基づいて前記目標電荷残量を決定する、請求項１から３のいずれかに
記載の充電制御装置。
【請求項５】
　前記充電計画更新部は、
　複数の充電池の充電計画を作成し、
　各々の充電池の前記充電計画を実行するために必要な電力量と時間の関係を含むリソー
ス計画を作成し、作成したリソース計画が利用可能な電力量を超えている場合にはリソー
ス計画を修正し、修正後のリソース計画に合わせて各々の充電池の充電計画を再作成する
、請求項１から４のいずれかに記載の充電制御装置。
【請求項６】
　電動車両の充電池の電荷残量を取得する工程と、
　前記充電池の劣化の度合いを表す寿命情報を取得する工程と、
　前記電動車両の周囲の温度の情報を取得する工程と、
　前記充電池の目標電荷残量と、前記目標電荷残量に達するまでの充電経過を含む充電計
画を作成する工程と、を備え
　前記充電計画を作成する工程では、
　前記寿命情報に基づいて、前記充電池の劣化を考慮した充電計画を作成するか否かを判
断し、
　前記充電池の劣化を考慮すると判断した場合、前記温度が所定の値以上の場合には、充
電期間における前記充電池の電荷残量が所定の値以下の状態が可能な限り長く維持される
ように充電計画を作成する、充電制御方法。
【請求項７】
　コンピュータを、
　電動車両の充電池の電荷残量を取得する電荷残量取得部と、
　前記充電池の劣化の度合いを表す寿命情報を取得する寿命情報取得部と、
　前記電動車両の周囲の温度の情報を取得する環境情報取得部と、
　前記充電池の目標電荷残量と、前記目標電荷残量に達するまでの充電経過を含む充電計
画を作成する充電計画更新部と、
　して機能させ、
　前記充電計画更新部は、
　前記寿命情報に基づいて、前記充電池の劣化を考慮した充電計画を作成するか否かを判
断し、
　前記充電池の劣化を考慮すると判断した場合、前記温度が所定の値以上の場合には、充
電期間における前記充電池の電荷残量が所定の値以下の状態が可能な限り長く維持される
ように充電計画を作成する、プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、充電制御装置、充電制御方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　近年、電気自動車をはじめとして、充電池を動力源とした電動車両が普及し始めている
。電動車両の普及を促進するためには、充電池の充電設備の充実が不可欠である。
【０００３】
　特許文献１には、各々が蓄電装置を搭載する複数台の車両の蓄電装置の外部電源からの
充電を個々に制御する充電制御装置であって、主制御ＥＣＵは、各車両と外部電源とが結
合されたときの蓄電装置の蓄電状態を検出し、複数台の車両の各々について、予想消費電
力量を検出し、各車両について、検出された蓄電状態と予想消費電力量とに基づいて必要
な充電電力量を算出し、各車両の使用開始時刻を検出し、必要充電量と使用開始時刻から
各車両の充電時間と充電電力量についての充電スケジュールを決定し、充電スケジュール
に基づいて車両に搭載された蓄電装置を充電する制御を行なう充電制御装置が記載されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－１３６１０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　代表的な充電池であるリチウムイオン電池の場合、温度が高い環境のもとで、電荷残量
が高い状態で放置したり、電荷残量を急激に変化させたりすると、充電池の劣化が早くな
るという問題がある。しかし、特許文献１には、充電池の劣化防止を考慮した充電計画に
ついての記載はない。
【０００６】
　そこで、本発明の目的は、充電池の劣化防止を考慮して充電を行うことが可能な充電制
御装置、充電制御方法、及びプログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る充電制御装置は、電動車両の充電池の電荷残量を取得する電荷残量取得部
と、前記充電池の劣化の度合いを表す寿命情報を取得する寿命情報取得部と、前記電動車
両の周囲の温度の情報を取得する環境情報取得部と、前記充電池の目標電荷残量と、前記
目標電荷残量に達するまでの充電経過を含む充電計画を作成する充電計画更新部と、を備
え、前記充電計画更新部は、前記寿命情報に基づいて、前記充電池の劣化を考慮した充電
計画を作成するか否かを判断し、前記充電池の劣化を考慮すると判断した場合、前記温度
が所定の値以上の場合には、充電期間における前記充電池の電荷残量が所定の値以下の状
態が可能な限り長く維持されるように充電計画を作成する、ものである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、充電池の劣化防止を考慮して充電を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施の形態による、充電制御装置を用いたシステムの構成を示すブロッ
ク図。
【図２】本発明の実施の形態による、充電制御装置の構成を示すブロック図。
【図３】本発明の実施の形態による、充電制御装置による充電制御の手順を説明するフロ
ーチャート。
【図４】本発明の実施の形態による、充電計画更新部による充電計画とリソース計画の作
成・更新処理のフローチャート。
【図５】本発明の実施の形態による、充電計画作成の例を示す図。
【図６】本発明の実施の形態による、充電計画作成の例を示す図。
【図７】本発明の実施の形態による、充電計画作成の例を示す図。
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【図８】本発明の実施の形態による、リソース計画の例を示す図。
【図９】本発明の実施の形態による、リソース計画の例を示す図。
【図１０】本発明の実施の形態による、リソース計画の例を示す図。
【図１１】本発明の実施の形態による、リソース計画の例を示す図。
【図１２】本発明の実施の形態による、リソース計画の例を示す図。
【図１３】本発明の実施の形態による、リソース計画の例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　次に、本発明を実施するための形態について、図面を参照して詳細に説明する。
　図１は、本発明の実施の形態による、充電制御装置１を備えた充電システムの構成を示
すブロック図である。図に示すように、充電制御装置１は、充電器２およびサーバ３と通
信回線を介して接続されている。充電器２には、それぞれが充電する充電池４が接続され
ている。図１に示すシステムでは、３つの充電池４を同時に充電することができる。
【００１１】
　充電制御装置１は、充電器２やサーバ３から得られる情報に基づき、系統電力網から供
給される最大電力を超えない範囲で、各充電器２に電力を供給する。充電器２は、充電制
御装置１から供給される電力を使って接続されている充電池４の充電を行う。また、充電
器２は、接続されている充電池４の電荷残量などの情報を取得し、充電制御装置１へ送信
する。さらに、充電器２は、充電池４の周囲の温度など環境に関する情報を取得するセン
サ等を内部に有しており、それらの情報も充電制御装置１へ送信する。
【００１２】
　サーバ３は充電制御装置１に、充電池４の消費電力量を予測するために必要な情報、充
電中の電動車両を利用し始める時刻を予測するために必要な情報、電池の寿命に関する情
報を提供する。
【００１３】
　図２は、充電制御装置１の機能構成を示すブロック図である。
　図に示すように、充電制御装置１は、電荷残量取得部１０１、使用開始時刻予測部１０
２、消費電力量予測部１０３、寿命情報取得部１０４、環境情報取得部１０５、充電計画
更新部１０６、リソース計画記憶部１０７、充電計画記憶部１０８、電力調整部１０９を
備えている。
【００１４】
　充電制御装置１は、ＣＰＵ、ＲＯＭやＲＡＭ等のメモリ、各種の情報を格納する外部記
憶装置、入力インタフェース、出力インタフェース、通信インタフェース及びこれらを結
ぶバスを備える専用又は汎用のコンピュータを適用することができる。なお、充電制御装
置１は、単一のコンピュータにより構成されるものであっても、通信回線を介して互いに
接続された複数のコンピュータにより構成されるものであってもよい。
【００１５】
　電荷残量取得部１０１、使用開始時刻予測部１０２、消費電力量予測部１０３、寿命情
報取得部１０４、環境情報取得部１０５、充電計画更新部１０６、電力調整部１０９は、
ＣＰＵがＲＯＭ等に格納された所定のプログラムを実行することにより実現される機能の
モジュールに相当する。リソース計画記憶部１０７、充電計画記憶部１０８は、外部記憶
装置により実装される。
【００１６】
　電荷残量取得部１０１は、充電器２に接続された充電池４の電荷残量を取得する。電荷
残量取得部１０１は、充電器２から充電池４が接続された旨の通知を受信すると、充電池
４の電荷残量を取得し、充電計画更新部１０６へ送信する。また、電荷残量取得部１０１
は、一定時間おきに充電池４の電荷残量を取得するようにしてもよい。また、電荷残量取
得部１０１は、充電池４自身に電荷残量の情報が格納されている場合は、充電池４から直
接電荷残量を取得してもよい。
【００１７】
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　使用開始時刻予測部１０２は、充電中の電動車両が次に使用を開始される時刻を予測す
る。使用開始時刻予測部１０２は、サーバ３から車両を使うユーザに関する情報を取得し
、その情報に基づいて、ユーザが次に電動車両を利用し始める時間を予測する。具体的に
は、例えば過去に車両を使ったときの使用開始時刻や位置に関する履歴情報を取得し、平
均の使用開始時刻を求めてもよい。また、ユーザ自身が入力したスケジュール情報を取得
し、その情報の中から、次に外出する時刻を探索してもよい。このほか、車両を使うユー
ザに関する情報に好適な方法で、ユーザが電動車両を利用し始める時間を予測してもよい
。予測した結果は、充電計画更新部１０６へ送信する。
【００１８】
　消費電力量予測部１０３は、電動車両が次回の走行で、すなわち次回充電する時までに
消費する電力量を予測する。消費電力量予測部１０３は、サーバ３から電動車両の利用計
画や利用履歴に関する情報を取得し、その情報に基づいて、ユーザが次に電動車両を用い
たときに消費する電力を予測する。予測した結果は充電計画更新部１０６へ送信する。例
えば、過去にユーザが電動車両を利用した時のＧＰＳ情報の履歴を取得し、そのときの移
動距離の総和から消費する電力を予測してもよい。
【００１９】
　また、ユーザ自身が入力したスケジュール情報を取得し、その情報の中から外出の予定
を探索し、目的地に着くまでに必要な移動距離を算出し、算出した移動距離から消費する
電力を予測してもよい。また、電動車両の走行ログを利用してもよい。走行ログには、車
両使用時の速度、移動距離、時刻、移動経路の高低差等の情報が含まれている。速度や移
動距離の情報だけでなく、経路の高低差も考慮することでより正確な消費電力量を予測す
ることが可能となる。
【００２０】
　寿命情報取得部１０４は、充電器２に接続された充電池４の寿命情報を取得する。寿命
情報は充電池４の劣化の度合いを表す情報である。具体的には、充電池４の内部抵抗値、
充電池４の過去の充電回数、前回の使用時の電圧変化のログなどを寿命情報として利用す
ることができる。寿命情報取得部１０４は、サーバ３から充電時における充電池の電荷残
量の統計情報などを取得し、その情報から、充電池４の寿命情報を生成して充電計画更新
部１０６へ送信する。なお、充電池４自身に充電上限回数などの寿命情報が格納されてい
る場合は、サーバ３を介さずに充電池４から直接寿命情報を取得してもよい。
【００２１】
　環境情報取得部１０５は、充電器２から充電池４の周囲の温度など、電池の環境に関す
る情報を取得し、充電計画更新部１０６へ送信する。具体的には、充電場所の気温や湿度
、天候などの情報を取得する。また、日照量や風向、降水量などの情報を取得してもよい
。
【００２２】
　充電計画更新部１０６は、各充電器２の充電計画を作成し、リソース計画記憶部１０７
と充電計画記憶部１０８を更新する。充電計画更新部１０６は、電荷残量取得部１０１か
ら得られる充電池４の電荷残量と、使用開始時刻予測部１０２から得られる電動車両の使
用開始時刻と、消費電力量予測部１０３から得られる消費電力量と、寿命情報取得部１０
４から得られる充電池４の寿命情報と、環境情報取得部１０５によって取得される環境情
報に基づいて、電動車両の使用開始時刻までに、充電池４が目標電荷残量に達するように
充電計画を作成する。
【００２３】
　リソース計画記憶部１０７は、充電制御装置１に接続されている全ての充電器２が使用
する予定の電力の合計と時間の関係を示すリソース計画を記憶する。リソース計画は、充
電計画更新部１０６によって作成され、例えば図８～１３に示すようなグラフデータとす
ることができる。
【００２４】
　充電計画記憶部１０８は、充電器２に接続されている充電池４の充電計画を記憶する。
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充電計画は、充電池４の充電後の目標電荷残量と、目標電荷残量に達するまでの充電経過
を含む。充電計画は、例えば、図５～７に示すようなグラフデータとすることができる。
充電計画は、充電計画更新部１０６によって充電器ごとに作成され、電力調整部１０９に
送信される。
【００２５】
　電力調整部１０９は、各充電器２の充電計画にしたがって、各充電器２に、電力網から
供給される電力を配分する。
【００２６】
　次に、図３を用いて充電制御装置１の充電制御の手順を説明する。
　まず、ステップＳ１において、充電制御装置１は、充電池４が充電器２に接続されたか
、あるいは取り外されたかどうかを監視する。充電池４の脱着があった場合（Ｙｅｓ）、
ステップＳ２へ移行する。
【００２７】
　ステップＳ２では、充電制御装置１は、充電器２に接続されているすべての充電池４の
電荷残量、使用開始時刻、消費電力量、および寿命情報を取得する。
【００２８】
　ステップＳ３では、充電制御装置１は、充電計画の作成を行う。さらに、ステップＳ４
では、充電制御装置１は、作成した充電計画に従って各充電器２に配電する。
【００２９】
　次に、図４を用いて充電計画更新部１０６による充電計画の作成の手順を説明する。
　まず、ステップＳ１１において、充電池４の電荷残量と予測された消費電力量に基づい
て、充電池４の目標電荷残量を算出する。例えば、目標電荷残量は、現在の充電池４の電
荷残量に予測した消費電力量に相当する電荷残量を加算したものとすることができる。ま
たは、充電池４の自然放電を考慮して、より大きい値としてもよい。なお、算出した目標
電荷残量が充電池４の充電可能な容量よりも大きい場合は、充電池４の容量を目標電荷残
量とする。
【００３０】
　次にステップＳ１２において、充電池４の寿命情報に基づいて、充電池４の劣化を考慮
した充電を行うか否かを決定する。具体的には、充電池４の内部抵抗が一定値以上になっ
ていたら劣化を考慮した充電を行うように判断してもよい。あるいは、充電池４の充電回
数が一定回数以上になっているか、前回使用した時の電圧の低下速度が一定値以上になっ
ているか、などを判断基準としてもよい。
【００３１】
　また、充電池４自身の寿命情報以外の情報も考慮して、充電池４の劣化を考慮した充電
を行うか否かを決定するようにしてもよい。例えば、現在時刻から使用開始時刻までに一
定時間以上ある場合は、充電池４の劣化を考慮した充電を行うように決定してもよいし、
充電器２の周囲の温度が一定以上の場合は、充電池４の劣化を考慮した充電を行うと決定
するようにしてもよい。このほか、充電池４の劣化につながる他の要因によって、充電池
４の劣化を考慮した充電を行うか否かを判断してもよい。また、ユーザの選択によって充
電池４の劣化を考慮した充電を行うかどうかを決定するようにしてもよい。
【００３２】
　次にステップＳ１３において、電動車両の使用開始時刻までに目標電荷残量に達するよ
うな充電計画を作成する。ステップＳ１２において充電池４の劣化を考慮した充電を行う
と決定した場合、充電計画更新部１０６は、環境情報取得部１０５を介して取得した電動
車両の周囲の温度が所定の値以上の場合には、充電期間における充電池４の電荷残量が所
定の値以下の状態が可能な限り長く維持されるように充電計画を作成する。
【００３３】
　温度が高い場所に、電荷残量が高い状態で充電池を置いておくと充電池の劣化が促進さ
れることが知られている。このため、周囲の温度が高い場合には、できるだけ電荷残量が
少ない状態を長く保って、電動車両の使用開始時刻直前に目標電荷残量に達するように充
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電することが望ましい。
【００３４】
　充電計画について、図５～図７の例を用いて具体的に説明する。図５～図７は、横軸に
経過時間、縦軸に充電池の電荷残量を示したグラフである。図中のＰ１は充電開始時の充
電池の状態を表し、Ｐ２は電動車両の使用開始時（充電完了時）の充電池の状態を表して
いる。
【００３５】
　Ｐ１の縦軸座標は、電荷残量取得部１０１により取得される現在の電池の電荷残量に相
当する。Ｐ２の横軸座標は使用開始時刻予測部１０２から得られる電動車両の使用開始時
刻に相当し、縦軸座標は、充電後の目標電荷残量に相当する。
【００３６】
　図５に示す例は、Ｐ１とＰ２を直線で結んだものである。この例では、使用開始時刻ま
での間、常に一定の充電速度で充電し続ける。なお、Ｐ１とＰ２を結ぶ線は、直線以外の
単調増加する曲線でもよい。
【００３７】
　図６に示す例は、Ｐ１とＰ２の間に充電を行わない期間（Ｐ３－Ｐ４）を設けたもので
ある。図６の例では、縦軸方向にＰ１－Ｐ２間を２等分した直線と、横軸方向にＰ１とＰ
２の間を３等分した２本の直線の交点をそれぞれＰ３、Ｐ４とし、Ｐ１、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ
２を線分で結んでいる。なお、充電しない期間の数をさらに増やしてもよい。また、充電
する期間においては、一定の充電速度で充電しなくてもよい。
【００３８】
　図７に示す例は、充電池が目標電荷残量に達するために必要な充電時間から、使用開始
時刻にちょうど充電が完了するよう充電開始時刻（Ｐ５）を算出し、充電開始時刻までは
充電を行わないようにしたものである。図７の例では、充電器２が出力できる最大の電力
を出力したときの充電池４の電荷残量と経過時間の関係を示した直線を、Ｐ２を通るよう
に描画し、充電池の電荷残量がＰ１と等しくなる点をＰ５とし、充電開始時刻として、Ｐ
１、Ｐ５、Ｐ２を直線で結んでいる。なお、充電器２の最大出力よりも小さな電力で充電
することを想定して充電開始時刻を決定してもよい。
【００３９】
　図７の例は、Ｐ５までの期間、充電池４の電荷残量を増加させていないため、図５，６
の例と比べると、充電期間における充電池４の電荷残量がＰ１と等しい状態が最も長く維
持されている。このように、図７の例は、電荷残量が少ない状態を長く保つことができる
ので、周囲の温度が高い場合に適した充電計画である。
【００４０】
　充電計画更新部１０６は、電動車両の周囲の温度が所定の値以上の場合には、図７に示
すような充電計画を作成することが望ましい。
【００４１】
　なお、図５～７から明らかなように、図７の例は、図５，６の例に比べ、充電期間にお
ける充電池４の電荷残量の時間平均が小さくなっている。したがって、例えば、電動車両
の周囲の温度に基づいて所定の電荷残量閾値を決定し、充電期間における充電池４の電荷
残量の時間平均がその電荷残量閾値を超えないように充電計画を作成するようにすれば、
図７に示すような充電計画とは異なる充電計画であっても充電池の劣化の促進を防止する
ことができる。例えば、電荷残量の時間平均が電荷残量閾値を超えなければ、図５に示す
ような継続的な充電計画や、図６に示すような断続的な充電計画とすることもできる。
【００４２】
　一方、図７のような充電計画において、時間あたりの電荷残量の変化（直線Ｐ５－Ｐ２
傾き）が大きくなりすぎると、充電池の劣化が促進されるという問題もある。このため、
充電計画更新部１０６は、充電池が目標電荷残量に達するために必要な充電時間から充電
開始時刻（Ｐ５）を算出した後、電荷残量の変化（直線Ｐ５－Ｐ２傾き）が所定の閾値を
超えるようであれば、Ｐ５の充電開始時間を前倒しして再度充電計画を作成するようにし
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てもよい。あるいは、図６に示す充電計画のように充電しない期間を設けて、電荷残量の
変化が緩やかになるようにしてもよい。また、この閾値は充電池の寿命情報に基づいて決
定するようにしてもよい。
【００４３】
　ステップＳ１１からステップＳ１３の処理は、充電器２に接続されている全ての充電池
４に対して行う。全ての充電池４について充電計画が作成されたら、ステップＳ１４にお
いて、充電計画更新部１０６は、作成した全ての充電計画に基づいてリソース計画を作成
する。
【００４４】
　リソース計画について、図８～１３を用いて説明する。例えば、１つめの充電器２にの
み充電池４が接続されており、１つめの充電器２の充電計画は図５のとおりであるとする
。この場合、図５の充電計画を実行するための経過時間と使用電力の関係をグラフに表す
と図８のようになる。図８において横軸は経過時間であり、縦軸は充電器の使用電力を示
している。したがって、１つめの充電器２にのみ充電池４が接続されている場合のリソー
ス計画は図８のようになる。
【００４５】
　ここで、２つめの充電器２に新たに充電池４が接続され、２つめの充電器２の充電計画
は図６のとおりであるとする。図６の充電計画を実行するための経過時間と使用電力の関
係をグラフに表すと図９のようになる。したがって、１つめと２つめの充電池４に充電す
る場合のリソース計画は、２台の充電器２が使用する電力量を合計したものとなるため、
図１０のようになる。
【００４６】
　ステップＳ１５において、充電計画更新部１０６は、作成したリソース計画が利用可能
な電力量の条件を満たしているかどうか判断する。利用可能な電力量とは、例えば契約し
ている電力量や、電力網が供給可能な電力量である。あるいは、電力網が供給可能な電力
量から、充電器２以外の装置が使用する分を差し引いたものとすることもできる。
【００４７】
　例えば、図１０のリソース計画において、Ｌを利用可能な最大電力量とすると、充電計
画更新部１０６は、使用電力がＬのラインを超えている期間が存在する場合は、作成した
リソース計画は利用可能な電力量の条件を満たしていない（Ｎｏ）と判断し、ステップＳ
１６に進む。一方、使用電力がＬを超えている期間が存在しない場合は、作成したリソー
ス計画は利用可能な電力量の条件を満たしている（Ｙｅｓ）と判断し、充電計画記憶部１
０８とリソース計画記憶部１０７を更新し、充電計画を電力調整部１０９に送信して処理
を終了する。
【００４８】
　ステップＳ１６において、充電計画更新部１０６は、リソース計画が利用可能な電力量
の条件を満たすようにするため、リソース計画を変更し、さらに変更後のリソース計画に
合わせて充電計画を再作成する。例えば、図１１に示すように、図１０のリソース計画に
おいて、Ｌを超えている部分の電力を、電力量に余裕がある他の期間へ移すようにしても
よい。充電計画更新部１０６は変更後のリソース計画に基づいて、１つめの充電器２の充
電計画を再作成する。この結果、充電計画は、図５に示すグラフから、図１２に実線で示
すグラフのように変更される。
【００４９】
　また、図１３に示すようにリソース計画を変更することもできる。図１３の例では、２
台の充電を同時に行わず、１つめの充電池４の充電が終了してから２つめの充電を行うよ
うにしている。これにより、１つめの充電器の充電計画は変更する必要がなく、２つめの
充電器の充電計画は、充電開始時刻のみが変更される。
【００５０】
　充電計画更新部１０６は、充電計画を再作成したら、充電計画記憶部１０８とリソース
計画記憶部１０７を更新し、各充電器２の充電計画を電力調整部１０９に送信して処理を
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終了する。
【００５１】
　電力調整部１０９は、受信した各充電器２の充電計画にしたがって、各充電器２に、電
力網から供給される電力を配分する。
【００５２】
　以上のように、本実施形態によれば、電動車両の充電池の劣化の防止を考慮した充電計
画を作成することができる。特に、温度が高いところに電荷残量が高い状態で充電池を長
い時間放置することを避けることができる。
【００５３】
　さらに、本実施形態によれば、利用可能な電力量を考慮したリソース計画に基づいて充
電計画を作成することができるので、同時に複数の充電池の充電を行うことも可能となる
。
【００５４】
　本発明は、電気自動車の充電器が設置されている家庭や、ショッピングセンター、サー
ビススタンド、コンビニエンスストアなどの商業施設、公民館や役所、病院などの公共施
設において、電動車両の充電池の劣化の防止を考慮した充電を行う場合に有用である。ま
た、契約電力を超えないように、複数の充電器に対して電力を供給する場合にも有用であ
る。また、電気自動車の充電器が各所に点在しており、電力供給元が同一である場合に、
各充電器を遠隔制御して、契約電力を超えないように電力を供給する手段としても有用で
ある。
【００５５】
　この出願は、２０１１年１月６日に出願された日本出願特願２０１１－１３０３を基礎
とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
【００５６】
　以上、実施形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施形態に限定され
るものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコープ内で当業者が理解し得
る様々な変更をすることができる。
【００５７】
　上記の実施の形態の一部または全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下に
は限られない。
（付記１）電動車両の充電池の電荷残量を取得する電荷残量取得部と、
　前記充電池の劣化の度合いを表す寿命情報を取得する寿命情報取得部と、
　前記電動車両の周囲の温度の情報を取得する環境情報取得部と、
　前記充電池の目標電荷残量と、前記目標電荷残量に達するまでの充電経過を含む充電計
画を作成する充電計画更新部と、
　を備え、
　前記充電計画更新部は、
　前記寿命情報に基づいて、前記充電池の劣化を考慮した充電計画を作成するか否かを判
断し、
　前記充電池の劣化を考慮すると判断した場合、前記温度が所定の値以上の場合には、充
電期間における前記充電池の電荷残量が所定の値以下の状態が可能な限り長く維持される
ように充電計画を作成する、充電制御装置。
【００５８】
（付記２）前記電動車両の使用開始時刻を予測する使用開始時刻予測部を備え、
　前記充電計画更新部は、
　前記充電池の劣化を考慮すると判断した場合、前記温度が所定の値以上の場合には、前
記充電池が前記目標電荷残量に達するために必要な充電時間から、前記使用開始時刻にち
ょうど充電が完了するよう充電開始時刻を算出し、前記充電開始時刻までは充電を行わな
いように前記充電計画を作成する、付記１に記載の充電制御装置。
【００５９】



(10) JP 5854287 B2 2016.2.9

10

20

30

40

50

（付記３）前記充電計画更新部は、
　前記充電池の劣化を考慮する場合には、充電期間における時間あたりの電荷残量の変化
が、所定の閾値を超えないように前記充電計画を作成する、付記１または２に記載の充電
制御装置。
【００６０】
（付記４）前記電動車両が次回の走行時に消費する電力量を予測する消費電力予測部を備
え、
　前記充電計画更新部は、
　予測した電力量に基づいて前記目標電荷残量を決定する、付記１から３のいずれかに記
載の充電制御装置。
【００６１】
（付記５）前記充電計画更新部は、
　複数の充電池の充電計画を作成し、
　各々の充電池の前記充電計画を実行するために必要な電力量と時間の関係を含むリソー
ス計画を作成し、作成したリソース計画が利用可能な電力量を超えている場合にはリソー
ス計画を修正し、修正後のリソース計画に合わせて各々の充電池の充電計画を再作成する
、付記１から４のいずれかに記載の充電制御装置。
【００６２】
（付記６）電動車両の充電池の電荷残量を取得する工程と、
　前記充電池の劣化の度合いを表す寿命情報を取得する工程と、
　前記電動車両の周囲の温度の情報を取得する工程と、
　前記充電池の目標電荷残量と、前記目標電荷残量に達するまでの充電経過を含む充電計
画を作成する工程と、を備え
　前記充電計画を作成する工程では、
　前記寿命情報に基づいて、前記充電池の劣化を考慮した充電計画を作成するか否かを判
断し、
　前記充電池の劣化を考慮すると判断した場合、前記温度が所定の値以上の場合には、充
電期間における前記充電池の電荷残量が所定の値以下の状態が可能な限り長く維持される
ように充電計画を作成する、充電制御方法。
【００６３】
（付記７）コンピュータを、
　電動車両の充電池の電荷残量を取得する電荷残量取得部と、
　前記充電池の劣化の度合いを表す寿命情報を取得する寿命情報取得部と、
　前記電動車両の周囲の温度の情報を取得する環境情報取得部と、
　前記充電池の目標電荷残量と、前記目標電荷残量に達するまでの充電経過を含む充電計
画を作成する充電計画更新部と、
　して機能させ、
　前記充電計画更新部は、
　前記寿命情報に基づいて、前記充電池の劣化を考慮した充電計画を作成するか否かを判
断し、
　前記充電池の劣化を考慮すると判断した場合、前記温度が所定の値以上の場合には、充
電期間における前記充電池の電荷残量が所定の値以下の状態が可能な限り長く維持される
ように充電計画を作成する、プログラム。
【産業上の利用可能性】
【００６４】
　本発明は、充電池の劣化防止を考慮して充電を行うことに適している。
【符号の説明】
【００６５】
　１　充電制御装置、２　充電器、３　サーバ、４　充電池、１０１　電池電荷残量取得
部、１０２　使用開始時刻予測部、１０３　消費電力量予測部、１０４　寿命情報取得部
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、１０５　環境情報取得部、１０６　充電計画更新部、１０７　リソース計画記憶部、１
０８　充電計画記憶部、１０９　電力調整部
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